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車
両
制
限
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）

（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
車
両
の
幅
等
の
最
高
限
度
）

（
車
両
の
幅
等
の
最
高
限
度
）

第
三
条

法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
車
両
の
幅
、
重
量
、
高
さ
、
長
さ
及
び
最
小

第
三
条

法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
車
両
の
幅
、
重
量
、
高
さ
、
長
さ
及
び
最
小

回
転
半
径
の
最
高
限
度
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

回
転
半
径
の
最
高
限
度
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

略

一
・
二

略

三

高
さ

道
路
管
理
者
が
道
路
の
構
造
の
保
全
及
び
交
通
の
危
険
の
防
止
上

三

高
さ

三
・
八
メ
ー
ト
ル

支
障
が
な
い
と
認
め
て
指
定
し
た
道
路
を
通
行
す
る
車
両
に
あ
つ
て
は
四
・

一
メ
ー
ト
ル
、
そ
の
他
の
道
路
を
通
行
す
る
車
両
に
あ
つ
て
は
三
・
八
メ
ー

ト
ル

四
・
五

略

四
・
五

略

２
・
３

略

２
・
３

略

（
通
行
方
法
の
制
限
）

（
通
行
方
法
の
制
限
）

第
十
条

第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
道
路
に
つ
い
て

第
十
条

、
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
車
両
に
関
し
、

道
路
管
理
者
が
当
該
道
路
の
構
造
を
保
全
し
、
又
は
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る

た
め
必
要
と
認
め
ら
れ
る
路
肩
の
通
行
の
禁
止
そ
の
他
の
通
行
方
法
を
定
め
た

と
き
は
、
当
該
道
路
を
通
行
す
る
当
該
車
両
は
、
当
該
通
行
方
法
に
よ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
車
両
の
総
重
量
、
軸
重
又
は
輪
荷
重
の
限
度

２

第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
車
両
の
総
重
量
、
軸
重
又
は
輪
荷
重
の
限
度

が
定
め
ら
れ
て
い
る
道
路
に
つ
い
て
、
道
路
管
理
者
が
当
該
道
路
の
構
造
を
保

が
定
め
ら
れ
て
い
る
道
路
に
つ
い
て
、
道
路
管
理
者
が
当
該
道
路
の
構
造
を
保

全
し
、
又
は
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
と
認
め
ら
れ
る
徐
行
そ
の
他

全
し
、
又
は
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
と
認
め
ら
れ
る
徐
行
そ
の
他

の
通
行
方
法
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
道
路
を
通
行
す
る
車
両
は
、
当
該
通
行

の
通
行
方
法
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
道
路
を
通
行
す
る
車
両
は
、
当
該
通
行

方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
緊
急
自
動
車
等
の
特
例
）

（
緊
急
自
動
車
等
の
特
例
）

第
十
四
条

略

第
十
四
条

略

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
公
益
上
緊
要
な
用
務
の
た
め
に
通
行
す
る

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
公
益
上
緊
要
な
用
務
の
た
め
に
通
行
す
る

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
車
両
で
、
道
路
の
構
造
の
保
全
の
た
め
の
必
要
な
措

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
車
両
で
、
道
路
の
構
造
の
保
全
の
た
め
の
必
要
な
措

置
を
講
じ
て
通
行
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
九

置
を
講
じ
て
通
行
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
九

条
及
び
第
十
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

条
及
び
第
十
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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○

道
路
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）

（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
道
路
管
理
者
の
権
限
の
代
行
）

（
道
路
管
理
者
の
権
限
の
代
行
）

第
四
条

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
道
路
管
理
者

第
四
条

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
道
路
管
理
者

に
代
わ
つ
て
行
う
権
限
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

に
代
わ
つ
て
行
う
権
限
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
二
十
一

略

一
～
二
十
一

略

二
十
二

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
七
条
第

二
十
二

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
七
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
車
両
の
総
重
量
、
軸
重
又
は
輪
荷
重
の
限
度
を
定
め
、

二
項
の
規
定
に
よ
り
車
両
の
総
重
量
、
軸
重
又
は
輪
荷
重
の
限
度
を
定
め
、

及
び
同
令
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
行
方
法
を
定
め
る
こ
と
。

及
び
同
令
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
通
行
方
法
を
定
め
る
こ
と
。

二
十
三
・
二
十
四

略

二
十
三
・
二
十
四

略

２

略

２

略
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○

道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）

（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
車
両
制
限
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
の
読
替
規
定
）

（
車
両
制
限
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
の
読
替
規
定
）

第
八
条

法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政

第
八
条

法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政

令
第
二
百
六
十
五
号
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
三
条
第
一
項
第

令
第
二
百
六
十
五
号
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
三
条
第
一
項
第

二
号
イ
及
び
第
三
号
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
六
条
第
一
項
、
第
七

二
号
イ
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
並
び
に
第

条
並
び
に
第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規
定
中
「
道
路
管
理
者
」
と
あ
る
の

十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規
定
中
「
道
路
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
公
団
等

は
「
公
団
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


